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要約：公共経営の技術や都市政策のレトリックには大きな変化があったが、国家の大規模な退場、都市生活の規制緩和、
都市の公共財の削減、地域開発における地域間移転の役割の低下の証拠はほとんどない。これらの現象は、都市と都市政
策が新自由主義的になっていると主張する文献に頻繁に引用されている。新自由主義に批判的な文献が、都市経営や都市
政策の変化について、大いに間違った主張をする根本的な原因は、自由主義経済の概念を習得できておらず、それを新自
由主義、自由主義、自由放任主義の論理からはっきりと区別できないためである。多くの政府慣行を、その多くは技術的
ならびに人口学的変化に対する実際的な反応であるにもかかわらず、新自由主義的であると分類することにおいて、一部
の文献はかなりの誤りを犯していることが、この論文において示される。また、それ以外の多くの文献は、一枚岩の規制
的な国家権力を拒絶し、新しく、より多様な生活様式を求める社会運動として存在している新自由主義イデオロギーへの
反対に由来していることも示される。この論文では、新自由主義に批判的な文献の弱点が規範的な偏見に起因すること、
ならびに、規律ある方法で経済・社会理論分析に従わないことに起因することを主張している。

序論

米国の主要都市では、住宅価格が上昇を続けてい
る。高所得の大都市圏では、ますます住宅建設が規
制されていることが一つの理由である（Gyourko et 
al., 2008）。豊富な経験的文献によって示されている
通り、住宅価格の上昇は、交通、公共スペース、文
化、レジャー施設などの都市環境への公的投資を増
やし、環境の品質を改善し、街区の安全性を向上さ
せることによって生み出される公共施設の資本蓄積
も反映している1（Cheshire et al., 2013）。
これらの事実 ―と私がこの記事の後半で検討す

る予定のもの―は、都市がより新自由主義的になっ
たと主張する学術文献での座りが悪い。これらの文
献によると、国家や公共部門の関与の脆弱性、激し
い民営化、蔓延する「市場のメンタリティ」の押しつ
けが支持され、開発者や規制当局として存在した古
典的な国家介入の形態が、広範囲に放棄される事態
に都市や地域はさらされていることになっている
（Brenner and Theodore, 2002; Brenner et al., 2010; The-
odore et al., 2011; Jessop, 2002; Peck, 2012; Theodore 
and Peck, 2011; Tasan-Kok and Baeten, 2012）。
いく人かの分析者は、資本志向性が低く、不平等
に対してより寛容である政策と、様々な種類の起業
家的あるいは競争的政策形態を通じて市場を支持す
る経営スタイルと結びついた結果が国家の撤退であ

るとする（Harvey, 2005）。同じ文献では、明らかに
古典的な福祉制度や統制的な社会経済的管理の弱体
化の余地を生み出しているため、都会や地方へと
「リスケーリング」し、国家から下降（すなわち移譲）
することにより、都市経営や公共経営がより重要に
なってきているという、幾分相反する主張をして
いる。しかし、今度は、これらの州政府（都市）は、
市場でプレイする起業家のように行動する（Brenner 
and Theodore, 2002）。
本論文では、都市からの公共セクターの包括的撤

退、都市生活の規制緩和、都市公共財の削減、また
は地域開発を形作る際の地域間移転の役割の低下に
ついて、証拠はこれらのことを支持しないと主張す
る。実際、バランスのとれた証拠は、公共部門の投
資、公共財、都市や地域にかかわる事柄における規
制の着実な増加を示唆しており、これは世界的な現
象である。例えば、遅行地域に公的に提供されてい
る地域開発資金（「結束基金」）は、EU加盟国のGDP
の5％にも及ぶ。 米国では、州間の移転は、連邦予
算の自由裁量分（退職金やヘルスケアが含まれない）
の30％におよび、医療費および退職金が含まれる場
合ははるかに多い。この数値はフランスと比べても
かなり高い（Davèzies, 2008）。
前述した通り、国家の大規模な撤退や、都市生活

の規制緩和（や、一般的には社会的管理）に取って代
わり、公共経営、サービス供給、都市貧困防止プロ
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グラムなどにかかわるいくつかの技術や多くの政策
分野に、19世紀後半から20世紀中頃の福祉国家や規
制的な国家に関連付けるものとは異なる技術ならび
にプログラム設計が含まれていることを、新自由主
義に関する文献は2つ目には主張している。私はこ
の主張に同意するが、新自由主義に関する文献は、
これらの変化の多くを新自由主義とラベリングする
ことにおいて見境がない。 新自由主義に関する文
献におけるいくつかの密接に関連した主張は、新自
由主義勢力が、国家権力を放棄するかわりに、自由
放任主義のイデオロギー、縁故主義、寡頭政治を日
和見的に混ぜあわせた議題を進める目的で、国家権
力をハイジャックしたというものである（Mirowski, 
2013）。
私は後者の主張に同意するが、この議題を理解す
るために「新自由主義」という用語を用いることには
同意しない。なぜなら、新自由主義に関する文献が
「新自由主義」というラベルを誤用しているからであ
る。自由主義の理論を習得できていないことから、
新自由主義に関する文献の多くは、Ferguson（2010, 
p.171）が「資本主義自体そのもののいいかげんな同
義語、あるいは、世界経済とその不平等の一種の略
語」と述べるように、事実上、すべての規制緩和、
自由放任主義、不平等の容認、縁故主義、寡頭政治
を、自由主義そのものの成果に関係づけている。こ
の誤りによって、新自由主義に批判的な文献は、現
実世界の公共政策を評価・ラベリングすることを広
く誤り、そしておそらくもっと重要なことに、その
原因を突き止めることを広く誤り、不気味な反資本
主義のドラムビートをもたらしてしまう。
具体的な政策を置いておくならば、新自由主義を
批判する文献は第3に、Polanyi（1944）がその大部分
を形作ったようなやりかたで、新自由主義を、社会
化に関する社会・政治・文化的な幅広い過程である
と見なしている。この過程として見る視点は、新自
由主義的臣民を作ることによって支えられる「新自
由主義的統治」を探し求めているのだ。

さらに興味深い用語法は、「新自由主義」を、新
たに規制緩和され、不安定で、投機的な時代とし
て特徴づけられる世界的なメタ文化の一種である
「千年紀資本主義」という、新しい時代の広範な世
界的な文化形成の特徴を指示する名称だとみなし
ている（Comaroff and Comaroff, 2000）。そして、最
後には、政府の特定の仕組みほどには経済的な教
義や階級のプロジェクトに結びついていない、フー
コー（Michel Foucault）的な意味でのある種の「合

理性」や、臣民を創造する際の認識可能な様式に、
「新自由主義」を関連付けすることができるのだ
（Ferguson, 2010: 171）。

千年紀資本主義の文化は、確かに広範囲の新しい
社会慣行、信念、主体性を生み出してきた（Comaroff 
and Comaroff, 2000）。しかし、新自由主義に関する
文献は、社会的な実践とその本質的な部分に変化を
生む源泉に関する、重大な範囲の広げすぎと単純化
を、貴重な洞察に混ぜる合わせてしまうことで、こ
れらを不完全な形で評価している。
この論文は、「新自由主義」は、乱暴に普及して

いるが、一貫性がなく、経験的に不正確で頻繁に
争われる野蛮な概念になっていると主張している
Brenner et al.（2010: 183）に全体としては同意してい
る（Mudge（2008）も参照）。したがって、私は以下の
ようなVenugopal（2015, p.15）の精神の下、論じるこ
ととする。

新自由主義は、たとえ非常に絡み合っていて厄
介な現象であり、無数の矛盾した形をしていたと
しても、それを維持しなければならない共通の特
性を定義する最小の集合でなければならない。新
自由主義が一般化された枠組みから単純に切り離
されて、また、構成形態の1つとしてはっきりと明
瞭な形で再構成されるならば、新自由主義として
説明されている―それゆえに、説明が不足してい
る―事柄の多くは利益を得ることができる。

自由主義の規制緩和についてのバージョンと統治
についてバージョンの考古学を終わらせたら、この
論文の最後の章では、都市における新自由主義の政
策と実践にかかわる文献の表象に、これらの誤った
ラベルや範囲の広げすぎがどのように投影されてい
るのかを説明する。

政治経済学における新自由主義とはなにか

いわゆる新自由主義の2つの主要構成形態の1つ
は、経済学と経済学の政治的または政策的拡張にあ
る。新自由主義の経済学を扱い易い方法で定義す
る作業を始めるには、祖先である自由主義との関連
を検討しなければならない2。自由主義的経済学は、
自由主義的社会思想と政治理論の広い領野の部分集
合を形成する。自由主義は、王政主義者、伝統主義
者および、社会秩序における神的な概念に応じて発
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展した。自由主義は、王政や聖職者によって支配さ
れる臣民というよりも、自治的な民主制をとる自由
市民に正統性が由来する限られた国々において論理
的な根拠を生み出した。ジョン・スチュアート・ミ
ル（John Stuart Mill）の古典的著作の中での自由主義
思想の核心は、最高権威からの承認を得ることなく、
個人の自律と自由の大いなる領域の創造に支持を受
けた、組織化した国家権力の制限というものである。
制限をかける具体的かつ正当な理由がない限り、個
人の自由を前提とするという意味で、この概念は「自
由主義」である（Mill, 1863; Fawcett, 2014）。
自由主義思想には、経済学的要素（市場と交流）、
政治学的要素（規則に縛られ公認された国家）、社会
学的要素（商業的かつ生産的階級、「自由労働者」、
起業家的個人、伝統的でない生活様式、移動性）が
ある。啓蒙主義と産業革命の過程で、自由主義者は
近代経済の理論的装置となるものを開発し始めた。
彼らは、複雑かつ分散した経済システム―企業、生
産拠点、遠く離れた市場―がどのように調整される
かを考えた。Smith（1776）は、（市場のような）分権
化された機関が、嗜好に関する情報を明らかにする
とともに処理することに長けている、つまりは、適
切な比率で商品とサービスを配分する価格を確立す
ることに長けているという、有名な「見えざる手」の
理論を提出した。スミス（Adam Smith）は、個人主
義者であると同時に功利主義者として、自己利益を
求める行動が、高度に組織化され集団的に望ましい
成果につながると主張し、それを体系化した。見え
ざる手の理論は、新自由主義に関する現代の文章で
広く描写されている。スミスは、国家の独占や計画
だけでなく、民間の独占や権力の集中についても、
一般的に否定的な見解を持っていた。道徳的感情論
（1759）では、彼は「卑劣な独占的精神」を激しく非難
した。スミスは、「貪欲な商人」に敵意を持っていた。
なぜなら、労働の分業によって専門家が技能を交換
し、両当事者に貿易の利益をもたらす公正なゲーム
としての見えざる手の中心的原則に、彼らは違反し
たからである。彼は特別な利益と特権を批判するこ
とにおいて体系的であり、Olson（1965）の何世紀も
前に、国家権力が民間主体によってハイジャックさ
れて競争が制限され、市場が歪んでいることを指摘
した。彼は、市場が競争力を維持し、独占企業や富
裕層のために不正操作されていないことを保証する
公共政策に対して自由主義経済学が現代的正当性を
持つことを予言した（Phillipson, 2010）。
自由主義は、市場と国家との境界がどこにあるべ
きかについて、様々な立場をとっている。進歩主義

的な自由主義経済学者は、市場の失敗に関する広範
な技術的・経験的定義のおかげで、国家のために幅
広い活動を展開している（Stiglitz, 2009）。現代の自
由主義の他のバージョンにおいては、カーソルが真
ん中に置かれ（Tirole and Laffont, 1993）、また、その
他のもの（「シカゴ学派」の経済学者）は市場の失敗は
それほどおびただしくはないことを見出している
（Ebenstein, 2015）。
市場がどのくらい、そしてどの地域で失敗するか

ということについての、経済学における詳細すぎる
技術的議論がこれらの相違点の支えとなっている。
これらの議論は、企業や市場における、外部性・フ
リーライダー効果・モラルハザードの性質と範囲に
関係している。つまりは、市場取引コストが生産と
交換を妨げるほどに高いかどうかや、市場の断片化
が国家集権や独占的な供給の良いライバルであるか
どうかについてである。したがって、自由主義者は、
国家、大企業、「資本主義階級」、または現代資本
主義の他の重要な諸要素の役割について、一枚岩の
ビジョンを持ってはいない。自由主義者ということ
で、国家行動を支持したり反対したりという、自動
的な選好を持っていない。彼らは、市場機能にかか
わる実例のそれぞれを経験的に取り上げ、また、規
制、インセンティブ、公的供給や国家供給に関して
ケースバイケースで受け入れようとし、しばしば公
的規制に有利な実例を準備する（Tirole and Laffont, 
1993）。自由主義は限られた国に有利な反駁可能な
推定を持っていると言えるかもしれないが、自由主
義理論自体は推定を反駁するための理論と実証的道
具を開発している。
自由主義の主な関心事は、分配や資本である。民

間市場が総体的な経済成果や成長を最大限に引き出
したとしても、時間の経過とともに方向と規模が変
化する不平等な所得と富の創出効果を持つ可能性が
高い。自由主義経済学者は、適正なシェア以上に大
きい利益によって生み出された不平等（「レント所得
者」）から、適切に機能している市場（様々な種類の
労働の相対価格の変化を反映する）に由来する不平
等を区別することに関心がある（Autor, 2014; Atkin-
son, 2015）。自由主義的な社会学者は、何らかの形
の不平等が経済成果を最大化するかもしれないもの
の、社会的な協力、個人の移動性、人間性を腐食さ
せる可能性があることも主張し、経済効率の短期
的な利点を長期的に解消すると主張する（Wilkinson 
and Pickett, 2009）。現代の自由主義的な分析哲学者
―特にロールズ（John Bordley Rawls）、ドウォーキ
ン（Ronald Dworkin）、セン（Amartya Sen）―は、こ
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れらの複雑なトレードオフを案内する規範的な次元
を探る（Sen, 2009）。彼らは、自由主義的な政策選択
を特徴づけることが可能な社会正義のモデルを幅広
く提案している。
このような自由主義思想の手触りのある風景とは
対照的に、新自由主義に批判的な文献のかなりの部
分は、国家統制主義社会や集産主義社会を先験的に
好み、市場経済と制限された国家を本質的に抑圧的
かつ非平等主義的なものとして描写する傾向があ
る（Harvey, 2005, 2014; Leitner et al., 2007; Peck, 2010; 
Mirowski, 2013）。彼らは新自由主義経済学を戯画化
する。あるいは、新自由主義に関する文献について
敬意を払いつつ述べられているように、「主流の経
済学が理解され、理論化され、批評され、その領域
外で表現される方法については、非常に不十分なも
のがある」（Venugopal, 2015: 18）。
これについては、新自由主義の文献の中で顕著に
現れる分野である公共サービスの民営化の例を考え
てみたい。Ferguson（2010: 172）がこう述べている。

新自由主義は、民間部門で開発された政府の仕
組みを国家内で働かせることで、国家の中核機能
さえも民間企業に下請けされるか、（慣用表現のよ
うに）「まるでビジネスのように」経営されている。

例えば、自由主義経済の分析は、ごみ収集の民営
化が公的供給よりも好ましいと結論づけるかもしれ
ない。多くの都市では、ごみ収集を民営化し、規模
の経済にアクセスできるようになっている（多くの
都市にサービスを提供する大規模な民間企業は、多
くの都市が独立して供給可能な規模を超えた効率性
を提供可能である）。この場合、自由主義経済学は
民営化を好む。何故ならば、イデオロギー的に構築
された政策変更ではなく、実用的な方法で、問題の
ある都市の住民にゴミ収集を安く提供するからであ
る。民営化は、都市サービスを専門とする企業が、
多種多様な業務を行う行政よりも優れている場合に
も、サービス品質を向上させる可能性がある。しか
し、そのような変化は公的雇用の水準を変えるだろ
うし、この副作用は、新自由主義に関する文献では、
国家への敵意の指標であり、新自由主義的理性の展
開の証拠となる。
現実には、国家と市場の境界の使用や誤用がある

（以下で議論するように、あまりにも多くの国家や、
あまりにも多くの民営化においてそれは双方向であ
る）。しかし、原則として、そのような政策の変化
すべてを、国家に対する新自由主義的な敵意の証拠

とみなす理由はない。このように、新自由主義に関
する文献は、「新自由主義」という概念を、分析に使
う主力商品としてではなく、「新自由主義時代」や「パ
ラダイム」との関係において、例えば「文脈の壁紙」
として布置している（Venugopal, 2015: 5）。

新自由主義は「新自由主義的」ではない： 
新自由主義の歴史的説明における混乱

20世紀前半には、参加者が自らを「新自由主義者」
と名付けた運動があった。これらの自らを新自由主
義者と表現するものたちのプロジェクトは、全体主
義と独裁主義に直面した自由主義を復活させること
であった。1960年代後半から、米国が主たる発信地
である第2の期間が続いた。この運動の参加者は、
自分たちを「新自由主義者」とラベリングはしなかっ
た（今もしていない）。このラベリングは、一般的に
市場、規制緩和、資本主義に批判的な学者だけが彼
らに与える属性である（Fawcett, 2014; Turner, 2008）。
したがって、私は1920年代から1940年代の自らを新
自由主義者と表現するものとの連続性と実質的類似
性を論じるうえで、新自由主義に批判的な文献の多
くが誤っており、さらには、それが「新自由主義」の
ラベリングを強く要求しているのだということを主
張する。これを見れば、新自由主義に関する文献が
どのようなものであるかを適切に分離し、さらには
適切なラベルを付けることができる。

1920年代から1940年代にかけて、オーストリアの
自由主義者―ポパー（Karl Raimund Popper）、ミー
ゼス（Ludwig Heinrich Edler von Mises）、ハイエク
（Friedrich August von Hayek）、シュンペーター（Joseph 
Alois Schumpeter）―は、20世紀のヨーロッパの特
定の文脈に反応した。これらの思想家にとって、18
世紀と19世紀は、間欠的な動きにもかかわらず、自
由主義の拡大をみた期間であった。しかし、ヨーロッ
パの20世紀初頭は、自由主義の前進が逆転したよう
に見えた。この逆転は、全体主義（ソビエト連邦）と
独裁主義（ファシスト党とナチス）で始まった。全体
主義と独裁主義が大部分に広がり、しかし、統制経
済に伴う大恐慌に対処した社会において、大恐慌が
欧州全体に被害をもたらす間、逆転は続いた。オー
ストリア学派は裏口から独裁主義を力づける、新た
な「計画経済」（またはあらゆる形態の強い統制経済）
を見た。
この自由主義の復興プロジェクトの時代は、フ

ランスの哲学者ルイ・ルージエ（Louis Auguste Paul 
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Rougier）がウォルター・リップマン（Walter Lip-
pmann）の著書The Good Society（1937）の影響を検討
するために企画し、1938年にパリで開催された、ウォ
ルター・リップマン会議によって創始された。会議
の出席者（アレクサンダー・リュストー（Alexander 
Rüstow））が発案した新自由主義という言葉は、右
派か左派かにかかわらず、集産主義政策によって攻
撃されていると出席者がみなした自由主義を、活性
化させるという意図を強調するために選ばれた。議
論の初期段階では、1947年にモンペルラン・ソサイ
エティーが創設された。リップマンに影響を受けた
会議における新自由主義は、厳格な19世紀（いわゆ
るビクトリア朝時代）の自由放任主義から強力な国
家の支配下にある社会的市場経済の一形態であるド
イツ風のオルド自由主義経済に向けてターゲットを
絞った。

1936年以降のジョン・メイナード・ケインズ（John 
Maynard Keynes）は、フランスのような詳細な指示
的国家計画（すなわち、統制経済）を拒否しながら、
国家の強い役割を主張し、新自由主義のマクロ経済
学を発展させた（Cohen, 1969）。ハイエクとミーゼ
スは、Knight（1921）の情報に関する理論に触発され
た。この理論によれば、中央集権の官僚は統計的に
予測可能なリスク状況の管理が可能なだけである
が、市場はイノベーションの場合のように、真に将
来の不確実性を処理することが可能である。した
がって、計画化は、インフラ整備などの経済管理の
基本的な作業には適しているが、将来を見通すこと
については市場に劣ることになる。
若かりしミルトン・フリードマン（Milton Fried-

man）は、近代経済学の技術的言語で、よりバラン
スの取れた論調を打ち出した。1951年の「新自由主
義とその展望」という論文において、彼は、19世紀
ビクトリア朝時代の自由放任主義の教義について、
経済力の集中や不平等の出現について大きな心配
はないと論じた。フリードマンは、この解決策は、
1930年代以降に出現した経済的統制の20世紀型でも
なく、自由放任主義でもないと主張した。彼は、新
自由主義について「国家によって実行されなければ
ならない重要な積極的機能があることを明白に認識
しなければならない」と書いている。

政府は不幸や苦痛を和らげる機能を持つだろう。 
農業者であろうと老若男女であろうと貧しい人々
のために補助金を給付するという正当性がある。
（1951: 90）

フリードマンにおける国家の他の主な役割は、競
争と価格制度の使用を奨励することであり、特に独
占企業、レントシーカー、官僚がその機能発揮を妨
げるのを防ぐことである。ハイエクにおいても、市
場を規制し公共財の供給を保証する上で、国家は重
要な役割を担っていた。『隷属への道』（1944）は食
料、シェルター、衣服、その他の基本的ニーズの普
遍的な最低水準を主張した。さらに、ハイエク（1944）
は、上流社会の保守層は「家父長的で、国家主義的で、
権力主義的、伝統主義的、反知的で神秘的」である
と書き、彼らによる市場のアイデアの使用を嘆いた
（Easterly, 2014: 23）。ハイエクはコスモポリタンな
モダニストであり3、欧州の福祉国家のように善意
のもと「保護」されている場合であったとしても、強
く官僚的な国家のもとに留め置かれるよりも、情報
が豊富な自律的市民のほうが自由を享受できると信
じていた。
新自由主義に批判的な文献が「新自由主義」と呼ん

だのものは、1950年代のシカゴ、バージニア、ロチェ
スターから始まった。Stedman-Jones（2012）は、こ
の「大西洋の両側の国々の新自由主義」が、「複雑で
多様な起源とどのように分離」したかを示し、特に、
国家と市場との境界、および、社会的市場経済の便
益に注目している。それどころか、はるかに優れた
分析ツールを携えて、19世紀の自由放任主義に明確
に向かう。この動きの種子は、会社の理論に関する
Coase（1937）の論文に播種されていたが、1950年代
までは休閑地に置かれていた。コース（Ronald Harry 
Coase）はかなり逆説的なことを行った。というのも、 
大企業（「階層型組織」または官僚制）の理論的根拠と
なる論文を見て、経済組織の初期位置として現金取
引市場の正当性を拡張したのである。国家や大企業
など、市場以外のものは、市場よりも効率的なケー
スとして正当化されなければならなかった（通常、
一部の官僚機構は、複雑な生産システムの調整にお
いて、より低い取引コストを許容し、モラルハザー
ドを減らす）。

1950年代後半までに、ジョージ・スティグラー
（George Joseph Stigler）、アーロン・ディレクター
（Aaron Director）、ゲーリー・ベッカー（Gary Stan-
ley Becker）などのシカゴ学派の経済学者が、コース
が中断した部分を取り上げ、自由市場分析モデルを
マクロ経済、産業組織、情報理論、消費者選好など
の分野に取り入れた。バージニア州では、Buchanan 
and Tullock（1962）が「公共選択」と巧みに名付け、こ
れらの洞察を政府のモデルにまで拡張した。このよ
うな趣旨から、公共選択理論は、自由主義理論によっ
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て提起された統治性の問題を取り上げた。Robbins
（1938）やArrow（1951）などの自由主義経済学者は、
多様に個人主義的で自由な社会においては、広範な
合意（「社会選択」）を達成するための機関があり得な
いことを示した。これは、（コンドルセ（Nicolas de 
Condorcet）の現代的アップデートである）選挙民主
主義のためのアロー（Kenneth Joseph Arrow）の不可
能性定理として知られている4。この問題の解決策
は、分権化された国家、市民社会、競争市場を含み、
公共の論議のために強力な役割をもつ、やっかいな
相互作用であると、（アマルティア・センを先取り
している）アローは信じていた。ブキャナン（James 
McGill Buchanan Jr）とタロック（Gordon Tullock）は異
なる方策をとり、国家に対して、ダウンサイジング
し、市場のように内部的に機能し、特に公共財の分
野において、一般市民に競争的で差別化された製品
を提供するよう要求した。これはMirowski（2013）の
ような著者が「新自由主義」と識別したようなものに
似はじめている。

1970年代初めまでに、これらの米国人は実際に、
集中した私権・市場の失敗・不平等のリスクについ
て、モンペルラングループのアダム・スミス的な
関心事の多くを発信していた（Mirowski and Plehwe, 
2009; Stedman-Jones, 2012）。1970年代のスタグフ
レーション危機は、シカゴでケインズ主義に対抗す
るために開発されたマネタリスト型マクロ経済モデ
ルを受容する聴衆を生み出し、公共部門のダウンサ
イジングをより広範に擁護するために用いられた。
これらの線に沿って、Ebenstein（2015）はハイエクと 
フリードマンがリバタリアンとなった道程をまと
め、「両者が説いた現実的ネオアナーキズム」は後に
「古典的な自由主義の伝統の外に置かれた」（強調は
著者） と説いた。付け加えるなら「古典的な自由主
義はリバタリアニズムではない。」
このようにして、より政治的な第3フェーズ出現

のためのステージが設定された。ロナルド・レー
ガン（Ronald Reagan）とマーガレット・サッチャー
（Margaret Hilda Thatcher）は、ミルトン・フリードマ
ンの1951年の著作のように、自由主義的な方法での
競争を支持した（労働組合、縁故主義的な企業、支
配的な官僚に読み聞かせた）。しかし、実際には、
彼らは、主に私的で、かつ、ますます金権政治的な
新しい組織的な利害の異種を後押しした。モンペル
ラングループの自らを新自由主義と表現するもの
や、その信奉者のブランド（「公共選択理論」と「シカ
ゴノミックス」）を、国家への新ビクトリア朝的な自
由放任主義の敵意に貸し出すことによって、自らを

新自由主義と表現するものと、彼ら自身との間に溝
を開いた。このことは、規制緩和のために適用さ
れた作業にカーソルを合わせるために使用された。
1970年代と1980年代の左派自由主義経済学者は、（ア
ダム・スミスの時代に戻ってしまう）独占と企業権
力を伴う長期的な懸念の延長線上に規制緩和の可能
性が拡大したとみたが、シカゴ-バージニア-ロチェ
スター軸は、レーガン・サッチャー派によって認識
された軽度の市場の失敗モデルでさえも、市場に対
する左派の単なる偏見として拒絶した5。
この20世紀後半の動きの第3の次元は、他の分野
におけるレントシーカーによる独占、縁故主義、エ
リート・コーポラティズムに対する事実上の支持を
伴う、特定の分野における極端な自由放任の日和見
的な混合主義である（Crouch, 2011）。密接に関連し
た第4の次元―特に米国において―は、公共政策決
定や政治的キャンペーンに対する企業・民間資金の
提供の影響について、その許容度が増大したことで
ある。この後者の特徴は、利益団体が非常に多く、
かつ、競争が激化していることから、選挙民主主義
そのものがなんらかの手段をとるべき、大まかな競
争の舞台となるのだという主張によって正当化され
た。対照的に、オーストリアの自由主義者の中心的
な関心の1つは、集中的な政治権力を制限すること
であった。なぜなら、政治権力の集中は、政策にお
ける縁故主義、腐敗、寡頭政治を強める元来の傾向
があるからである。
最後に、米国において、新しい右派シンクタンク

は、社会的な秩序と統合は個人の責任、家族、また
は宗教のみに由来するべきだと主張し、便益と新保
守主義的な社会政策の結合にますます満足してい
た。アメリカの右翼は、それ以来、公共財と収入補
助が無責任を促し、ひいてはしっぺ返しを食らうと
（説得力のある証拠はほとんどないものの）主張した
（Murray, 1984）。したがって、アメリカのリバタリ
アンは―家族やコミュニティへの回帰の議論におい
て―、現代のヨーロッパの右派のものに似ていて、
ハイエク、ミーゼス、シュンペーター、リップマン
の徹底的なモダニスト的社会学にとっては嫌悪すべ
き、反モダニズムの側面を抱いている。これは、国
家規制、広く共有された公共財、および収入補助に
よって社会統合が強化されると考える欧州の社会的
市場観の自由主義とは、スカンジナビアのバージョ
ンと同様に、大きく異なる。
前出の点に関連して、これらの現代の寡頭政治的

な自由放任主義者は、所得分配や富の不平等の拡大
は効率的な市場に由来する経済成長と社会的流動性
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に利益をもたらすと主張し、それを重要なものとし
て取り上げることを最小限度にしようと試みた。経
済研究所とアメリカン・エンタープライズ研究所、
とりわけ、ケイトー研究所は、経済的ダイナミズム
に社会的、経済的不平等が必要であるという考えを
支持した。これは自由主義と（Friedman, 1951のよう
な）新自由主義とで対照的な点である。そして、自
由主義の分析哲学は、ロールズからドウォーキン、
アマルティア・センへと不平等に関して最も積極
的にその概念を議論している（Sen, 2009; Dworkin, 
2000）。Mirowski（2013）のような新自由主義につい
ての研究者は、これらの金権政治的で縁故主義的な
政策実施を国家当局に強制する点を立証すること
に、かなりの注意を払っている。
しかし、これはまた、批判的な新自由主義に関す
る文献の歴史的誤りが正確に分かる部分でもある。
そこでは、新自由主義とその多くのバージョンのた
くさんの糸があるのだと主張されるが、その後、そ
れらはすべて同じ場所につながり、「新自由主義」と
呼ばれる一つの作品であると結論づけられる。しか
し、われわれが見てきたように、「レーガン+サッ
チャー+アメリカのリバタリアニズム+シカゴ-バー
ジニア-ロチェスター軸」は、モンペルラングループ
や戦後のその信奉者の意味で、本質的に自由主義で
も新自由主義でもない。モンペルランから、このビ
クトリア朝時代の自由放任主義と組み合わされた寡
頭政治的・金権政治的権力まで、すべてのものをカ
バーして、「新自由主義」とラベルをつけることがは
らむ歴史記述上の基本的な誤りがあることとなる。
歴史とラベルリングにかかわるこの問題の掛金は
高額である。「新自由主義」という言葉をモンペルラ
ンから今日の過激な自由放任主義-公共選択論的縁
故主義-金権政治的教義まで言及するために使用す
ることは、そのような2つのタイプの思考が擁護す
る理論と政策の根本的な違いをあいまいにしてしま
う、非常に多義的な用語を作り出してしまう。それ
は、資本主義の無差別な批判を容易にし、国家、公
共財、規制、社会経済的な平等と機会に敵対し、そ
して金権政治的・縁故主義的権力を支持するものと
して自由主義を表象してしまう。場合によっては、
多くの新自由主義に批判的な文献の著者が徹底的に
マルクス主義に傾倒しているからかもしれないが、
これらの区分が不当であるように見える（Harvey, 
2005, 2014; Leitner et al., 2007）。その他の場合でも、
基本的な経済学の概念を習得できないことが誤りの
原因である可能性がある。

新自由主義の目的はこの不思議で敵対的な地形
（すなわち経済学）を調査し、簡素化し、ラベル付
けし、安全な距離から理解できるレンズを提供する
ことである。したがって、経済理論は、それに直
面しなくても、その理解が少なくても、身代わり
のように批評され、解任させられ得る。（Venugopal, 
2015: 16）

具体的には、主に観念的であるとの理由や実践的・
実用的ではないとの理由から、新自由主義に批判的
な文献は、市場化を強制する政策を実行することで
形作られた世界に、われわれが生きていることを立
証するために、2つの方法で自由主義的な分析によ
る経済学を展開する必要がある。第1に、自由主義
経済学によって定義された国家と市場が境を接する
部分の実用的な効率性の観点から、そのような施策
は不当であることを示す必要がある。これらの施策
が、主に不正操作された市場とレント収入機会（す
なわち、独占による市場の歪み）を創出するために
実行されていることを実証する必要がある。第2に、
（Wilkinson and Pickett（2009）や Frank（2011）で指摘さ
れるように、）効率性による利得は国家と市場の境界
で正当化される施策の分配（不平等、もしくは、収入）
に対する効果の負の影響をいくらか上回るのである
が、効率性の観点から分配効果を考慮する必要があ
る。あるいは、政策が証明したい効果を高めるよう
意図して設計されていることや、政策が複雑で実践
的な政治過程の意図しない結果ではないこと、つま
りは政策の意図を示さなければならない。

過程としての新自由主義化―統治性―

ミッシェル・フーコーは、晩年の1983年に、「自
己と他者の統治（le gouvernement de soi et les autres）」
という講義をコレージュ・ド・フランスで行った
（Foucault et al., 2001）6。そのなかで、彼は、3つの主
な研究領域、つまりは知、権力、主体＝従属化（la 
connaissance、le pouvoir、et la subjectivation）に拠っ
ていると述べた7。フーコーは新自由主義に批判的
な文献の主要テーマの1つとしてよく用いられるイ
ンスピレーションである。その議論は、新自由主義
は経済政策以上のものであるというもので、多くの
フーコー的「装置（dispositifs）」で構成されていると
する8。この見解では、新自由主義化は社会やその
主体＝従属を変容させる過程であり、とりわけ、私
たちがますます市場本位、もしくは新自由主義的な
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主体性を持つようになる実践を展開することであ
る。したがって、新自由主義化の過程は、政策手段
以上のものである。それは、個人がアクセスできる
社会のノウハウや「技術」の種類を定義することを基
礎とする（すなわち、本質的に新自由主義）。これら
の技術と分析的枠組みは、新自由主義が人々の選択
の仕方やそれを正当化する方法の規範的枠組みとな
るといったように、多くの具体的な実践を通じて展
開される。このように、主体性は新自由主義的な権
力のための道具である（Protevi, 2009）。もっと伝統
的に言えば、これは新自由主義的世界の政治社会学
であろう。

直接的な国家の介入に依存しない統治の成果を
生み出すために、「積極的」で「責任ある」市民やコ
ミュニティが新たに構築されていっている。「責任
を負う」市民は、小規模の企業のようにふるまい、
インセンティブに応じ、合理的にリスクを評価し、
さまざまな行為の中から慎重に選択するようにな
る。（Ferguson, 2010: 172）

アクターの種類や主体性が進化し、社会システム
に関連して生み出されるという考え方は、社会学
において新しいものではなく、育児への愛情から
経済学に至るまで見られる。経済社会学において、
Weber（1922）は、現代の経済活動に関連して、官僚
制、合理的なアクター（そして役割演技）の出現を
徹底的に評価した。Polanyi（1944）は、彼が埋め込
まれた資本主義と主張した精神性と合理性の大転換
について言えば、もちろん、総合的なレベルで仕事
をなした。反自由主義者としてのポランニーは、市
場社会とそれに内在する主体性の腐敗的かつアノ
ミーを生み出してしまう特性を強調して、ハイエク、
シュンペーター、スミスに対抗した。彼は自分自身
を進歩的に形作ったが、彼の批判は、バーク（Edmund 
Burke）、ヘルダー（Johann Gottfried von Herder）、ド・
メーストル（Joseph de Maistre）などの古典的な19世
紀の反啓蒙主義の保守派のものを忠実に反映してい
る。ハイエクの隷属への道の有名な論争は、主体＝
従属化と社会的な実践に関するものでもあった。彼
にとって、自由主義における理想的な自由な個人は、
貴族の特権階級や教会に従属するのを再主張するの
ではなく、全体主義的、独裁主義的、または統制経
済的であろうと、国の官僚機構における多くの支配
者に拡散された権力に従属する。別の自称新自由主
義者であるヨーゼフ・シュンペーターは、新しい
集産主義の「社会形成」的側面に対し批判を加えた。

Schumpeter（1942）は、資本主義を、行動的な起業家
が経済成長を促進する「創造的破壊」の動的システム
と見なした。彼は官僚による起業家への抑制を案じ
た。
フーコーのアプローチは、マックス・ウェーバー

（Max Weber）、ポランニー（Karl Polanyi）、ハイエ
ク、またはシュンペーターを大きく補強し、この社
会化の過程についてより洗練された詳細な考え方を
与えた。フーコーの才覚は、グラムシ的な「ヘゲモ
ニー」の概念のがさつさを避けることにあった。グ
ラムシ（Antonio Gramsci）（と彼のマルクス主義の祖
先の大部分）は、人々をだまされやすい者であると
みなすことを除いて、人々が思う通りに思うであろ
う理由を示すことに成功したことはない。フーコー
は、ささいな実践から「心性史と表象の歴史（histoire 
des mentalités et des représentations）」がどのように構
築されなければならないのかを示している。主体=
従属はこれらの実践によって作りだされ、これらの
実践にともない規範的に識別されるようになる。
このような新自由主義の装置的視点が（ラベリン

グを訂正したうえでだが）、ささいな実践と千年紀
の日常生活からなる組織および統治性に対してより
も、大きな政治経済的政策（マクロ経済政策、金融
自由化、労働市場規制）に対してのほうが、より有
効であることを示すために、この問題をより詳細に
探求したい。後者の実践は、はるかに複雑な創造的
過程を含み、多くの点で新自由主義的原因に由来し
ていない。
古典的自由主義と相反する関係にあったフーコー

自身から始めることは有益であろう。彼はアダム・
スミスとデイヴィッド・ヒューム（David Hume）の
熱心な読者であると言われ、「感情」の分散型システ
ムが、どうして中央集権化された国家官僚制の弱体
化と社会的支配の装置を生み出すのかというスミ
スの見解を拾い上げる。（Protevi, 2009）。彼はまた、
近代的な計算する個人を、そのなかでも金融につい
ては特に、嫌っているとも言われた。このことは、
フーコーが自由主義者であろうとリバタリアンであ
ろうと、彼の時代に典型的な左派の国家統制主義的
な知識人であったのかについて、フランスで広範な
議論が継続している。彼は、第三帝国からポスト・
ドゴール主義の福祉国家に至るまで、フランスの社
会的実践における国家による重い経済統制主義の形
態について非常に批判的であった―ベンサム的、一
望監視装置的、超組織化、頂点から最下層まで、揺
りかごから墓場まで、規範的フランス国家、家父長
主義的共和国の名において人口を保護する―。囚人
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の権利に関する彼の仕事は、行政的福祉国家に打ち
破られた。今日のフランスにおいては、日刊新聞
である「リベラシオン（Libération）」に代表される「左
派リバタリアニズム」と呼ばれるものの主要な出発
点であった。フーコーは、異質な階級イデオロギー
と、公共の利益の家父長主義的バージョンの名のも
とに行われる、広範囲の社会的統制システム（学校、
軍隊、病院、精神病院、監獄など）の正当化を伴う、
戦後組織化された福祉国家の窒息するような世界で
彼が見たものに対し懐かしみを感じていたなんてこ
とはない。女性の権利、LGBTの権利、反植民地主
義、環境、反人種差別などの運動は、社会的結束と
いう名目での従属に抵抗するフーコー的概念の一部
であった。
しかし、フーコーは市場ベースの支配に関心を持
たず、市場がエリートの権力の手段として使用され
ることも否定しなかった。彼は、レーガンとサッ
チャーが、反抗的な人々に市場の規則を再び課する
ために、国家権力を利用していたと明確に述べた。
こういった流れに沿って、自由放任主義、金権政治、
権威、そして時には、多くの批評家が正しく忌み嫌
う社会的保守主義を千年紀に混ぜ合わせた装置のい
くつかの例について考えてみよう。
最近の映画The Big Shortは、ウォール・ストリー
トのトレーダーの世界を、彼らのカルト的な「殺人
者」的主体=従属とともに描いている。金融投機、金
融規制緩和、および、その他の経済からの協調組合
主義的レント収入の価値は、前述したビクトリア朝
時代の自由放任主義的世界の形に合った表象の集合
体の象徴である（しかし、自由主義とも新自由主義
とも適切に分類されてはいないが）。大企業はしば
しば、法システムを不本意ながらもゲームしている。
つまり、本社をオフショア化し、異なる政治的な管
轄区域をまたぐ投資に対しての規制逃れをし、消費
者との不明確な契約手続きを開発する。これらの実
践は、1つの装置として組み上げられた、ノウハウ、
表象、行動、主体性、または正当化の組み合わせで
ある。これらの利益の多くは、国家を弱体化しよう
とするのではなく、国家当局を利用しており、この
ことは、また、Mirowski（2013）の議論を支持してい
る。
アメリカの文脈では、第2の千年紀の装置は、「寄
付者階級」の巨大な成長から構成されている。彼ら
が新しい不平等から濃縮した富を使用して、（その
富による財団の影の国家（shadow state）を経て）選
挙、学術研究、コミュニティ活動を方向づけ、そして、
（寄付者を示す飾り版とともに）美術館やコンサート

ホールを形作る。その主体＝従属化のプロセスは、
精巧な「宮廷社会」を中心に展開される。高級娼婦は
政界、学界、地域コミュニティにおり、寄付者貴族
からの恩寵を彼らに授ける専門的な熟練者、つまり
は恩寵を規定する者を送ることで、その監督が保障
され、特権階級にいる恩寵を授ける者の栄光の地位
を映し出すのである（Elias, 1985）。
第3の新しい装置は、オタクっぽい「起業」や「ベン

チャーキャピタル」の世界の台頭である。（ポップカ
ルチャーやテレビシリーズの主題となる）その実践
は、フーコーの目から見れば、新しい形の主体＝従
属化と統治性を伴うと考えられるかもしれない。今
や、シリコンバレーの主体性と実践によって再構成
された世界についての社会・政治人類学（あるいは
考古学でさえあるかもじれない）は書かれ始めてい
る（Turner, 2006）。
最後に、社会政策は最近のフーコー的子孫を数多

く生み出してもいる。Alexander（2010）の新たなジ
ム・クロウ法についての分析は、米国の隔離政策が
明白なアパルトヘイトの領域からどのように外れ、
そして、黒人の体を規律・訓練し、隔離するために、
フーコーの監獄、警察、病院、税務官僚の技法をど
のように吸収したかを示している。これらは、人種
というよりむしろ法と秩序に関する社会的表象のマ
トリックスと、（恐らく）黒いことへの恐れというよ
りむしろ犯罪への恐れの表象と関連している。これ
らの統治性の新しい形態の実行には、知識を創造し、
支配者と被支配者の両方の行動を形作る、新しい技
術的、法的、そして取り締まりに関する技法の複雑
な形態が含まれる。
しかし、これらの明白な（そしてほとんど戯画的

な）例から、1980年代以降の他の多くの「ささいな」
経済的実践の多彩な手触りへと逸脱すると、状況は
より複雑になる。これはおそらく権力と主体性の新
自由主義的ミクロ物理学である。最初の観察対象は、
「新自由主義」とラベルを貼られたこのような実践の
非常に広い範囲である。 Clarke（2008: 135）によると
以下の通りである。

私は、新自由主義として特定された現場、機関、
過程、および実践の以下のリストに遭遇した（そし
て、リストは網羅的ではないと思われる）。国家、
空間、論理、技法、技術、話法、話法の枠組み、イ
デオロギー、思考法、プロジェクト、議題、プロ
グラム、統治性、施策、レジーム、開発、先住民
主体の開発、開発の想像力、グローバルな管理形態、
社会政策、多文化主義、会計監査様式、管理主義、
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リストラクチャリング、改革、民営化、規制枠組
み、ガバナンス、 良いガバナンス、NGO、サード
セクター、主体、主体性、個別化、専門化、標準
化、市場の論理、計算の市場形態、統治の非国家化、
国家の非統治化。これは印象的なリストである。...新
自由主義であるものは何か、また、そうでないも
のは何か。

Mirowski（2013）は、千年紀後の日常生活のさまざ
まな実践、特に柔軟な労働市場への個人的な適応
（ギグ経済（訳者注：非正規雇用が多い労働市場）と
オタク経済）、Facebookや他のソーシャルネットワー
クの利用、その他の現代的ネットワーキングの形態
は、新自由主義的プロジェクトの一部であり、市場
に埋め込まれた個人の主体性についてのポランニー
の議論を更新するようなものである、と論じる。フー
コーの方法論の厳密な適用は、このような実践を1
つ1つ、地面を這うように評価することである。最
初に、フーコーは次のように尋ねるだろう、その実
践は装置の部分か、と。つまりは、それは知、権力、
主体＝従属化を含むアンサンブルの一部を形成する
のか、と。次に、いくらかの証拠によれば、そのよ
うな実践は元来、もしくは事実上、新自由主義的で
あるのか、それとも他の社会的な語用論の集合に起
因するのか、と。

Brenner et al.（2010）は、これらすべての実践を形
作る新自由主義の全体にかかわるある種の参照点が
あると応答し、自らが自身を抵抗勢力と見なしたと
しても、グラムシ的なヘゲモニーの柔軟な類型を導
き出した。

30年の間、新自由主義は都市構造改革の広範な
軌道を画定し、決して鉄則かなにかのように直接
に地方の結果を運命づけることはなかったが、し
かし、都市化のイデオロギー面および運営面の変
数を大いに形作った。この歴史的攻撃は、抵抗運
動に直面した地勢を再形成したため、市場原理主
義への代替策は、今や漸進的に新自由主義化され
たイデオロギー的・制度的景観を通して屈折させ
られることを意味する。

しかし、新自由主義を千年紀社会のヘゲモニック
な装置とみなすこの見解は疑わしい。たとえば、新
技術が企業や国家などの大規模な組織からサービ
スの中間段階を無くす方法が、千年紀の転換の主
要なものの1つである。仕事は公的であれ民間であ
れ、法的に独立した人々にアウトソースされてい
る。Uberはこの象徴的な例である。Uberは新自由主

義のイデオロギーに由来しているのというのは疑わ
しく、むしろ、新技術によって取引コストを削減し、
また、資本稼働率を高める可能性に対するプラグマ
ティックな反応として現れている。
しかし、意図しない結果として、Uberはその後、

新自由主義的な言葉で規範的に正当化される可能性
があり、Uberの運転手ははある種の「リスクを取る」
主体性を持つ可能性がある。彼らの幾人かは、大
企業のフルタイムの仕事につきたかったが、この経
済のなかでは、それを見つけることができなかった
犠牲者かもしれず、それゆえに、Uberのフレックス
ワークの慈悲によって自分自身を見出すのかもしれ
ない。このような場合、彼らは仕事をするが、主体
性は持っていない。しかし、おそらく、彼らの幾
人かはUberを所得の補填として利用しており、つま
りは、フレックスワークと他の役割を組み合わせ
た、学生や在宅にいる親なのではないだろうか。こ
れをさらに展開すれば、フレックスタイムも、家庭
でアルバイトをしながら家族と職業の役割を融合さ
せたい女性の選択から部分的に生じているのかもし
れないし、多くの新しい消費者反応型のサービス産
業の出現や、他の多くの技術上およびライフスタイ
ル状の変化から生じているかもしれない。「フレッ
クスタイム」は、新自由主義の反労働者的策略、あ
るいは現代的フェミニズムの最前線なのであろうか
（Leppel and Clain, 1993）。
同時に、（企業か国家かにかかわらず）組織内の賃

金労働者は、おそらくITを利用したフーコーの規律
＝訓練、監視、処罰の新しい形態の主体＝従属とな
る。このように労働者を主体＝従属化することは新
しいことではないが、その形態と方法は確かに、職
場における新技術の出現に伴っている。フーコー的
な読みからすると、フレックスタイムは解放された
個人の時間にかかわる新しい形態の装置であり、フ
ルタイムワークの装置は新しい規律＝訓練と処罰で
あるかもしれない。したがって、典型的な新自由主
義者の解釈を正確に逆転させることとなる可能性も
ある。権力に加えて、上記の発明のなかで働くこと
にもプラグマティズムがある。要点は、多くの実践
と公共政策が、複雑なプラグマティズムと変化す
る可能性の集合から流れ出す、意図しない結果や
フィードバックを伴って、非総合的な形で形成され
ていることである（Zittoun, 2013）。
このような微妙な推論をクラークが列挙した幅広

い実践に適用すると、多くは新自由主義的暴力の一
部ではなく、その反対、つまり、フーコーの囚人の
権利委員会やLGBT、コミュニティグループ、環境
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保護者などの多くの解放運動と同様に、抵抗、地方
分権、発明に由来する可能性がある。その代わりに、
統治性に関する文献は、多くの新しい実践へ懐古
主義的な全般的拒絶を提示しているように見える。
フーコー自身は、戦後の福祉国家主義、フォード主
義経済、フランスの市民的共和主義の保守的な社会
学的裏側の「古き良き時代」には懐かしさは感じてい
なかった。彼は左派リバタリアンの新しい実践の多
くを歓迎した。
実際、Ferguson（2010）が主張しているように、矛
盾は文献が新自由主義ではないポスト国家時代の
「統治の技術」の普及を見逃してしまうことである。
この妥協を拒否する強硬派、懐古主義者、そして二
元論の調子は、社会運動に関する文献の大部分と不
思議な違いがある。とりわけ、新自由主義に批判的
な文献は、新しい装置を調査し、その原因を理解し
たうえで、「新自由主義」とラベリングし批判しすぎ
ている。

実際に存在する新自由主義都市（もしくは、
金権政治的で非自由主義的な自由放任主義
の都市）

規制緩和された自由放任主義都市は、現実世界で
見つけるのが非常に困難である。（「新自由主義」と
誤ってラベリングされた）自由放任主義的実践と政
策は広がっているが、それらは都市経営や都市政策
の特定のスケールにおいてよりも、マクロ経済、労
働政策、国際経済のレベルにおいて、より見出され
がちである。都市や地域は、土地利用と住宅におい
ては特に、広範囲に規制されており、大規模な公共
財が組み込まれている。さらに、収入の地域移転が
ほとんどの国で国家予算の大部分を占めており、そ
の国家予算はほとんどの国で増加している。
また、実際には、政策立案の場合と同様に、技術、
移住パターン、ライフスタイル、経済的専門化、経
済発展により形作られた都市環境に対処する複雑な
語用論に比べ、マクロなイデオロギーによっては、
多くの都市政策の変化はあまり動機付けされていな
い。それどころか、世界中の都市住民は、一般的な
政治的好みを要求するというよりも、規制され、秩
序づけられた都市の物理環境をより強く要求してい
る。
都市に自由主義経済があるものの、都市システム
自体、規制が厳しい理由を理解するためには、都市
が個人、家庭、集団、組織、建造物、インフラの密

集した寄せ集めであると考えてほしい。都市の人間
の活動は、生産的、宗教的、居住的、軍事的、象徴的、
消費的、余暇的といった多くの種類にわたる。しか
し、彼らはピンの頭にこれらの活動（とその物質的
な容器）のすべてを置くことはできない。だから彼
らは別の空間にそれらを並べ替える必要がある。
密な相互作用は組織にまつわるあらゆる種類の紛

争問題を生み出す。人間、物質、イデオロギー、文化、
制度に関する都市の濃密なるつぼでは、政治は、多
種多様な関心と好みを持つ人々や利益集団によって
形作られている（Storper, 2014）。そのような集団の
短いリストは、企業、NGO、地域団体、公式な機関、
社会運動、国家当局、教会、ギャング、マフィアな
どから構成される。
土地利用規制は、都市政府の主要な権限であり、

強力な地主階級は、そこで利益を得ることに多大な
時間と資源を費やしている。同時に、規制緩和を実
現する能力は、持続的に最も制限された領域の1つ
である。最も自由主義的な文化においてさえ、不動
産所有者は土地利用の規制緩和に賛成することは
めったになく、賃借人や土地を所有しない住民もそ
うである。実際、世界的な傾向としては、環境への
影響、密度制限、社会構成基準（ミキシティ　mixi-
ty）、交通量の発生基準、設計基準など、土地利用の
変化に対し規制上の考慮事項の層を付け加えている
（Hsieh and Moretti, 2015）。なぜこのようなことにな
るのか。明白な説明は、土地利用が一般市民にとっ
ての具体的な現実であるということである。彼らは
土地利用がどうなっているかを見て、地元の環境が
どのように土地利用のルールに影響を受けているか
を、かなり簡単に視覚化することができる。小規模
な土地所有者は、そのような規則がその財産価値に
どのように影響するかについて非常に強い関心を
持っている。土地利用決定は、大地主やディベロッ
パーという集中した経済力が、ローカルなスケール
における多数決と組み合わされることで、高度に動
員された市民に系統的に直面しているまれなケース
の1つである。国家政治における政治的無関心は、
近隣スケールの動員とは対照的である。そして、平
均的な住宅所有者から賃借人、ディベロッパーにい
たるまでの人々は、彼らの土地へのアクセスを保ち、
そして、その価値を維持するために、都市公共財に
依存している。
都市において密度高く構成された組織とその意思

決定権限の複雑な集合体は、ルールや規制の滑らか
な進化を妨げ、規制緩和を困難にする。実際、ほ
とんどの都市経営を説明するにあたって、恩顧主
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義的（clientelism）・制度的・政治的交換は、あらゆ
る種類のイデオロギーよりはるかに重要である（Le 
Galès, 2016）。
都市の公共政策の「主導者」（多岐にわたる、コミュ
ニティグループ、ビジネスグループ、労働組合、地
縁組織、住宅所有者、賃借人など）は、人口の変化、
経済の変化、ライフスタイルの変化、政治的規範と
動員の変化を経て、時間の経過と共に進化している。
また、新技術からライフスタイル、家族構造の変化
に至るまで、都市政策の背景の状況は長期的に変化
している。そのため、上述した例をもう一度見直す
なら、情報技術の進展に伴って都市はゴミ収集を民
間企業に委託することができるようになる（なぜな
ら、この技術は、以前には公的部門の官僚機構の中
でのみ可能だった方法で民間のアクターの監視と制
御を可能にするからであり、したがって、仲介機能
の排除となる）。また、情報技術によってもたらさ
れる取引コストとモニタリングコストの削減は、多
くの都市にサービスを提供する大規模な民間企業に
よる規模の経済の恩恵を享受する潜在的可能性を、
小都市にもたらし、またそれは現実的な選択肢とな
る。これは、いわゆる新自由主義的な信念体系や主
体性から独立した公共政策の世界における自由主義
的な変化である。
都市公共政策に与件となる変化する可能性という
文脈において、資本と効率性の影響は複雑かつ非線
形的な方法で混ぜ合わせられる。例をあげれば、効
率性の効果が民間供給に有利な場合もあるが、特定
のグループに不利な分布効果がある場合もある（例
えば、生産性を高め、消費者物価を下げるものの、
公共部門の労働者の数を減らすような民営化の場合
など）。他の場合は、（大都市交通機関や病院ベース
の保健医療における自然独占体などの）公的支出の
効率性はより高く、その分布効果は、民間労働者よ
りも、場合によっては公共料金納付者や納税者より
も、公共部門の労働者に有利なこともある。時には、
公的許認可による独占によって消費者への好ましく
ない影響がある場合でも、それにより保護された労
働者層への好ましい効果があることもある（例えば、
タクシー対Uber）。言い換えれば、効率性、消費者
／市民への利益、公共部門の労働者への利益の間に
は、複雑で多種多様な関係があり、新自由主義であ
ろうがなかろうが、箱の中にきれいに並べることは
できないのである。
さらに、経済的・社会的発展のある特定段階の都
市では、実践的な政策課題は非常に似ている。公共
財の供給には、人口密度・所得水準・部門と境界・

距離という、4つの幅広い実践的な影響がある。こ
の点において、土地利用規制・公共財供給・都市経
営に対する純粋に構成主義的な、あるいは「統治性」
上のアプローチへの更なる制限に、出くわしてしま
う。
第一に、人口密度が上昇するに伴って地価が上昇

することから、ある種の公共財は、人口密度が上昇
するにともない総消費におけるシェアが高まる。他
の条件が一定ならば、これはある実質所得水準にお
ける住宅サイズの減少となる。より小さな住宅単位
で考えると、家庭は自らの庭というよりはむしろ、
公園や公共のレクリエーション施設へと変わってし
まう。大規模な民営化された空間というよりは、「し
ばしば訪れる」ための公共空間へと変わるわけであ
る。
第二に、公共財供給は、一人当たり実質所得とU

字型の関係にある。まず、民間所得の拡大は（サー
ビス供給の規模の経済と相まって）、民間消費とト
レードオフ関係にある機会費用を低下させるため、
公共財は1人当たり所得の上昇とともに増加する。
しかし、所得が増加するにつれて、予算の制約が緩
和され、プライバシーにかかわる好みを満たすた
め、世帯や個人は民間供給に戻ってしまう傾向があ
る。欠乏が最高度にある極めて低い収入水準におい
ては、そのような財を供給する能力が低く、これに
より低収入都市は中位収入や高収入都市と区別され
る。
第三に、民族、社会的階級、領域別の人口区分は、

公共財の水準に影響を与える。社会が分割されるに
従い、一人当たり実質所得の所与の水準における公
共財の供給水準は低下する。民族的により同質的な
社会においては、政治的意思決定における社会的親
和性が果たす役割によって、分割された社会に比べ、
平均的により多くの公共財が提供される。このこと
は、全ての管轄をまたいで全国規模で影響を及ぼし
たり、地方または地域スケールで影響を及ぼしたり
する（Lindert, 2004）。（輸送費や社会民族部門のため
に）国土内部に強い境界がある場合、商品はより局
所的に供給されるが、時には前述した規模の経済の
価格で供給されることもある。
最後に、影響を及ぼす距離（すなわち、境界およ

び障壁）には、特定の種類の公共財供給において役
割が存在する。高度に分断された国土では、遠隔地
にある公共財や公共サービスにアクセスする費用
は比較的高く、高度に統合された地域では逆にな
る。遠隔地からのアクセスに関する費用が高まるに
つれて、規模の経済性の高い公共財へのアクセスが
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より安価になり、そのために、そういった公共財が
より多く存在するようになる。逆に、強い政治的ま
たは経済的な境界がある場合、財の供給は細分化さ
れ局所的になり、先述した規模の経済によって、そ
のような財の費用と質を高めることになる。（World 
Bank, 2009）。
都市の公共財供給が形成される際、これらの力は
少なくともイデオロギーや権力と同じくらい重要で
ある。したがって、メルボルン（高度な自由主義社会）
とアムステルダム（社会的市場の社会）は、それぞ
れの国の公共支出（オーストラリアはGDPの26.3%、
オランダはGDPの42.2%）よりも、それらの都市が
供給する地方公共財においてより似通っている。さ
らに、地方公共財の総体的パターンは、4つの力の
バラツキが大きい場合には非常に異なっているが、
1人当たりの実質所得のよく似た水準においては、1
人当たりの地方公共財供給は似通っている。例えば、
ロサンゼルスの人口密度は約8000人/平方マイルで、
パリの人口密度は58,000人/平方マイルである。パ
リはロサンゼルスよりも1人当たりの公園面積は大
きい。しかし、ロサンゼルスにおいて民間の屋外空
間を持つ人口の大部分を差し引いて、そういった空
間をもたないロサンゼルス人の公園面積を計算する
と、パリとロサンゼルスは公共施設としての1人当
たりの屋外空間水準は非常に似ている。ロサンゼル
スは、先進国の他の4大都市（ロンドン、ニューヨー
ク、東京、パリ）と比較して、公共交通が極めて少
ない。しかし、ロサンゼルスでは人口の高い割合が
自家用車に乗るために、公共交通機関の利用割合は
ずっと低い。したがって、ロサンゼルスでの利用者
あたりの公共交通サービス供給は、他の都市とあま
り変わらない。
都市内の土地間の結びつきのフェーズ変化を経験
するにつれて、特に低密度から高密度に移行するに
つれて、所与のレベルの経済発展段階において、地
域公共財の供給において著しい収束が見られる。ロ
サンゼルスの密度が上昇し、交通の速度が落ちると、
ロサンゼルスは米国で最も野心的な地下鉄建設プロ
グラムを開始した。これは、問題に対するイデオロ
ギー的な反応ではなく、プラグマティックな反応で
ある。言い換えれば、公的供給におけるこの範囲の
正確な内容は、都市毎に、また、歴史的区分により
異なるかもしれないが、それは同時に、ほとんどの
都市がどう意図的に秩序立てられ、統治されている
のかを際立たせている。
異なる都市（そして世界に存在する各地域）は、（上
記のオーストラリアとオランダの国家のサイズが異

なるように）異なる「総合的な社会福祉の嗜好」の歴
史を持つことは事実である。ヨーロッパでは、その
歴史のゆえに、統制的な国民国家の政策は、19世紀
後半以降、都市化と都市政策を強く志向している。
米国では、より強く自由主義的な文化を持ち、都市
計画は幾分異なる形をとり、多少異なる政策手段を
使用している。このように、米国の郊外は多くの力
（特に土地利用可能性、自由主義的な自治体設立規
則、連邦の高速道路建設）の分権的な結果として発
展したが、フランスでは1960年代の新都市プロジェ
クト（villes nouvelles）によって国家が計画した。し
かし、両者はほぼ同じ時に、同じ一般的な圧力に対
応した。
自由主義と自由放任主義の両方の政策の地理につ

いて最終的な論点を提示できる。本稿では、金融市
場、福祉国家、労働市場のルール、ヘルスケア、そ
して社会政策や経済政策とは異なる領域に関する
政策の形成において、極端な形態の自由放任主義
的、時には金権政治的なイデオロギーの登場を指摘
した。これらは都市政策の領域に特殊なものではな
いが、高度に都市的な効果をもつ。例えば、金融セ
クターの成長は、空間的に高度に集積しており、そ
の労働力は主要都市に集中し、高収入の人々の勝ち
組の階級を創出し、そして彼らは住宅を競争的にも
とめジェントリフィケーションを持ち出す（Sassen, 
1991）。金融規制緩和はまた、住宅を金融資産に変
え、これは都市における住宅ブームや住宅破産に強
い影響を与えている。改革された国家の福祉政策は、
（都市に貧困層が多いため）都市住民に最も強く影響
する。しかし、「都市」はこれらの政策の主たる源泉
ではない。都市に効果が集中する全国規模の政策で
ある。これらを根本的な都市的新自由主義の例と
呼ぶことは生態学的な誤謬である（Scott and Storper, 
2015）。
ここでも注意が必要である。OECD諸国の公共部

門が費やしたGDP割合、特に公共財や社会福祉に対
する支出が占める割合の測定にみられるように、社
会福祉的な保護が世界的に後退しているという証
拠はほとんどない。OECD平均は2007年から2014年
の間に24％から26％に上昇し、OECD加盟国のうち
1か国（ハンガリー）のみこの数値が減少したが、わ
ずかなものである。韓国からブラジルにいたる世界
中の多くの国では、社会福祉制度が拡大している
（Lindert, 2004）。福祉の後退は、具体的にはアング
ロサクソンの傾向であり、新自由主義に関する文献
には、この件についての偏狭な観点が反映されてい
る。世界の多くの国で所得格差が拡大しているが、
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これは主に社会福祉支出の後退によるものではな
く、技術、人口、仕事の重大な現代的変化に直面し
た、20世紀半ばに設計された社会福祉システムの発
展の不十分さによるものである（Atkinson, 2015）。
いずれにしても、都市は、これらの大規模な経済
的、社会的な変化と国家政策の限界部分において最
善の行動を取ることができる。例えば、土地利用規
制に関する権力を活用して、ディベロッパーに開発
を許可するかわりに特定のレベルの低所得住宅開発
を含むよう要求するなど、都市は経済全体のダイナ
ミクスに対するある種の是正措置を活用することが
できる。もちろん、矛盾は、現代における新経済地
理学の勝者である地方経済としてのより豊かな都市
がより多くの歳入と土地需要を持ち、そして、グロー
バルな力やナショナルな力の影響を緩和するために
より一層都市政策を活用することである。例えば、
土地開発業者、非貿易経済部門、高度に地域的に集
積した貿易部門などの地域的に固定した民間の利害
関係者を、資本移動と負の投資の恐れなしに規制す
ることができる。

結論　都市政策と統治性に関する普通の社
会科学のために

この論文では、新自由主義に批判的な文献の多く
が不正確かつ行き過ぎであると主張してきた。第一
に、新自由主義に関する既存の文献の多くは、国家
と市場の適切な境界や所得分配に関心を持つ古典的
自由主義を理解することに失敗している。第二に、
多くの新自由主義に関する文献の歴史叙述は、（新
自由主義と適切にラベリングされた）20世紀半ばの
自由主義を復活させようとする動きと、自由主義を
過激化させ自由放任主義の教義や、寡頭政治の教義
の一種である金権的な独裁主義へと根本的に変容さ
せようとする20世紀後半の動きとを混同している。
この混乱は、多くの著者にみられる新自由主義と20
世紀の福祉国家への懐古の情にもとづく、市場（す
なわち自由主義）への広範な敵意に一部起因すると
主張する。第三に、新自由主義に関する文献は、統
治性アプローチの価値ある活用法を切り開く。しか
し、それは、高度に差別化された社会的および経済
的実践を、新自由主義的実践および主体＝従属化の
きわめて無差別なカテゴリーに分類する傾向がある
ため、このアプローチから獲得しうる洞察を諦めて
しまい、20世紀半ばの社会の「古き良き時代」の懐か
しい郷愁に彩られている。第四に、それらの文献は

都市の公共財、規制、管理の基本理論にはほとんど
関与せず、そのような現象に対する過度に構成主義
的なアプローチを支持している。
このような潜在的に重要な議論がどのようにして

このような位置に到達したかを尋ねなければならな
い。新自由主義に批判的な文献は、私の見解では、
「批判的な」社会科学によく見られる方法論的な弱点
や偏りを示している。全体として、新自由主義に批
判的な文献には、不吉な、反自由主義的、反資本主
義的なドラムビートがなっている。問題は、市場や
資本主義に賛成するのか、反対するのかではなく、
そのような立場のすべてに対して組み立てることが
できる合理的な議論が存在するかである。むしろ規
範的な偏りが社会科学を歪めうるのだ。この種の文
章においては、新自由主義のアイデアや実践と呼ば
れるものは、西洋の社会福祉国家の破壊を解き放ち、
グローバルサウスの労働者を搾取する準備がある市
場とグローバル資本主義を利する猛毒の蛇のように
見受けられる。この規範的の偏りは、なぜ自由主義
の基本的な分析が単に無視されるのかを部分的に説
明するかもしれない。それはまた、世界に多くの複
雑な語用論があると捉えるよりは、総合化すること
と構成主義（「全ては大きな現象の一部だ」）への好み
を反映している（Jay, 1986; Zittoun, 2013）。
文献のもう一つの重要な方法論的弱点は、証拠を

厳密に定義し、計測し、試験するという通常の社
会科学の方法を避ける傾向があることである。し
たがって「新自由主義とは常に邪魔が入った全体で
ある。ヘゲモニーをもつ状況下でさえ、それは混成
した形でのみ存在することができる」（Peck, 2015, 
173）。

結果として、この常時不完全な過程についての
批判的分析は、それがないのか/あるのか（または、
より多いのか/より少ないのか）という、2進法的な
宣言を必然的に超えなければならない（Peck, 2015, 
173）

「ポスト新自由主義」のような用語の無差別な使用
によって事態を悪くするように、証拠に基づく批判
や検証の推進に対する万能の盾を、事実上、文献自
らが生み出してしまうのだ（Peck et al., 2010）。
描かれるべき結論は、私たちが自由放任主義の教

義に紐づけられた金権政治的、縁故主義的な実践
や、それらに連結されている権力のミクロ物理学の
出現に無関心でなければならないということではな
い。それは、これらの問題をよりよく把握するため
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には、批判的な定性的方法の道具だけでなく、通常
の社会科学の道具を使用する必要があるということ
である。ここにおいて、どのような種類の二元論者
であっても、検討中の現象のアプリオリな判断に抵
抗することが不可欠である。こういった距離をとり、
この分野において、都市における政策と公共経営の
源泉についての、そしてより一般的には人間の主体
＝従属化についての、より説得的な分析が生み出さ
れることを期待したい。行き過ぎなければ、金権政
治的、自由放任主義的、独裁主義的な実践とイデオ
ロギーの気をもませる浮上に対する、より説得力の
ある批判、および、千年紀における社会生活のプラ
グマティックで多様な起源へのより深い理解を生み
出すことも可能なのだ。
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注

1） Gyourko et al.（2008）はウォートン住宅用地利用規制指数
を作成し、規制のレベルによって州と大都市圏の順位付
けを可能にした。指数には、規制環境のさまざまな次元
を考慮した12の構成要素がある。高収入、高賃金の都市
地域、規制レベルとの間には強い相関がある。 低賃金
の都市地域（と州）の規制レベルは低い。711ページの表
10および713ページの表11を見よ。他に、規制の一般的
な拡大も含む、住宅建設規制と供給拡大の間の関係性を
記したよく知られた論文はとして、Nelson et al.（2002）、
OECD （2005）、Hilber and Robert-Nicoud （2013）、Cheshire 
（2009）、Fischel （1995）、Green et al.（2005） 。この論文は、
このような規制が良いか悪いかについてではなく、新自
由主義が広がっているかという議論の重要なテーマであ
る、我々が住む規制緩和された世界の拡大についての議

論の出発点として引用している。
2） 自由主義には、ルネッサンス初期のイタリアの都市、

1688年の革命後のイングランド・スコットランド・フラ
ンスにおける啓蒙主義、アメリカとフランスの革命など
多くの起源がある（Fawcett, 2014; Pagden, 2012）。英国・
ドイツ・米国・フランス・イタリアでは、特定の自由主
義の伝統が時間とともに発展し、世界各地で多くの融合
種や特定種の自由主義を生み出した（Fawcett, 2014）。

3） EBENSTEIN（2003）は、隷属への道というタイトルは基
本的にTOCQUEVILLE（1835）の現代民主主義における隷
属という概念からの翻訳であると指摘する。Tocqueville
（別名Alexis- Henri-Charles-Clérel, comte de Tocqueville）は

19世紀初めの民主主義と自由主義者の観察者であった。
彼は自由貿易、奴隷制、植民地主義に立ち向かった。し
かし、彼は、民主主義体制（特にアメリカのもの）には、
有名な「多数派による暴政」のような、自由を失うため
の隠れた道があると指摘した。これらの懸念はHAYEK 
（1944）に直接見出されるが、一世紀後には、Tocqueville
が運ぶ貴族的で宗教的な荷物はない。

4） アローとロビンズ（Lionel Charles Robbins）のような自
由主義者は、ルソー（Jean-Jacques Rousseau）のvolonté 
générale（「一般意志」）の概念が、啓蒙主義とフランス革
命の文脈で伝えられたにもかかわらず、その概念が表れ
て以来、善意のあるものからも独裁主義者からも、独裁
の正当化がさまざまな形で広範に唱えられてきたことを
覚えておくべきである。これには、ハイエクからポパー、
ロビンズ、アローにいたるまで著しく活躍した思想家が
含まれる。Arrow（1951）は、左派自由主義の伝統において、
国家の役割の最大の擁護者の1人である。アマルティア・
センは社会的選択の問題は、独裁は言うまでもなく、伝
統的な国家主権主義や経済統制によっても解決できない
と認めている。

5） したがって、主流の自由主義も異なる見方から規制緩和
に取り組んでいることを強調することが重要である。彼
らは、技術的な理由から、電気通信や航空運送の規制さ
れた独占を終わらせる可能性を見出した（規模を犠牲に
することなく市場は競争可能なほど十分に大きい場合、
規制緩和は多様性と選択肢を生み出す）。言い換えれば、
そのような独占は経済発展の初期段階に対応したが、も
はや必要ではなくなった。そして、これらのセクターの
規制緩和は、消費者にとって非常に有益であり、電気通
信においては、イノベーションにとっても有益であるこ
とが示されている。問題はもはや市場シェアではなく、
1990年代のマイクロソフトの場合のように（米国対マイ
クロソフト）、競争行動を強制してレント収入を妨いで
しまうような技術変化の脅威であり、技術は他の多くの
分野で反トラストの考え方を変た。要するに、規制緩和
に関する多くの理論があり、その多くは今日の手ごわい
自由放任主義の筋からは来ていない。

6） フーコーの作品の文章はコレージュ・ド・フランスの
講義の口頭筆記の英語版およびフランス語版から引用
する。フランス語版のシリーズは、l’Ecole des Hautes 
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Etudes en Sciences Sociales、Gallimard、Seuilが協力して
1997年から始まり、2015年に完結した。これらは、英語
に翻訳されたフーコーの主要な書籍を補完するものであ
る。

7） フーコーは彼の作品をhistoire de la pensée（思考の歴史）と
呼ぶ。彼はこれを以下のように定義する。「私は、思考
によって、経験が互いに編み合わさって成り立っている、
経験の場と呼びうるものを分析した。最初に、可能なノ
ウハウの種類。次に、個人の行動の規範的なマトリック
ス。最後に、主体の可能な種類に対する存在の可能な種
類。」

8） 装置という用語には、英語で直接対応するものがない。
「道具」、「システム」、「技術」、「パターン」、「デバイス」
という単語のある側面が合わさっているが、どれか1つ
の単語だけではその意味を捉えられない。


